
発議第８号 

女性の健康の包括的支援に関する法律の早期成立を求める意見書 
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   女性の健康の包括的支援に関する法律の早期成立を求める意見書 

 平成27年８月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立し、職業生活におい

てはその希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できる環境が整備されることになった。 

 しかしながら、女性の健康については、生涯の各段階において心身が大きく変化する女性の

特性を明確にした健康対策は今までなされてこなかった。近年、女性の社会進出による就業の

増加、婚姻の変化、平均寿命の伸長等、社会的要素の変化に応じた女性の健康問題の対策は大

きな課題となっている。 

 日本医療政策機構は調査の結果、定期的に婦人科を受診しているのはわずか20％、婦人科検

診に行ったことがない女性は27％であり、受診や検診の重要性が認知されていない実態を把握

し、女性の病気について、啓発活動強化や検診を受ける制度を設けるよう促している。 

女性が生涯の各段階において、自らの健康増進に主体的に取り組むことは、社会参加や就労を

促進することとなる。女性の特性に配慮した各段階の包括的な支援策は時代の要請であり、急

務と言わざるを得ない。 

 国におかれましては、女性の健康の包括的支援に関する法律を早期に成立させ、女性の健康

支援対策を、総合的かつ計画的に推進されるよう、強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

〔提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、

女性活躍担当大臣〕 


